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１．技術的能力に係る審査基準への適合性について 

「原子力事業者の技術的能力に関する審査指針（平成 16 年５月 27 日，原

子力安全委員会決定）」（以下「技術的能力に係る審査指針」という。）で

は，以下の指針が示されている。 

廃棄物管理施設の技術的能力については，次の６項目に分けて説明する。

また，技術的能力に係る審査指針との対応を併せて示す。 

（１）組織          ⇔指針１ 設計及び工事のための組織 

                指針５ 運転及び保守のための組織 

（２）技術者の確保      ⇔指針２ 設計及び工事に係る技術者の確保 

                指針６ 運転及び保守に係る技術者の確保 

（３）経験          ⇔指針３ 設計及び工事の経験 

                指針７ 運転及び保守の経験 

（４）品質保証活動      ⇔指針４ 設計及び工事に係る品質保証活動 

                指針８ 運転及び保守に係る品質保証活動 

（５）教育・訓練       ⇔指針９ 技術者に対する教育・訓練 

（６）有資格者等の選任・配置 ⇔指針 10 有資格者等の選任・配置 

 

 廃棄物管理施設の設計及び工事並びに運転及び保守のための組織，技術者

の確保，経験，品質保証活動，技術者に対する教育及び訓練並びに有資格者

等の選任及び配置については次のとおりである。 
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１．１ 設計及び工事並びに運転及び保守のための組織 

（技術的能力に係る審査指針） 

指針１．設計及び工事のための組織 

事業者において、設計及び工事を適確に遂行するに足りる、役割

分担が明確化された組織が適切に構築されていること。 

【解説】 

1)「設計及び工事」の範囲は、当該事業の許可等に係る使用前検

査に合格するまでをいう。但し、廃棄の事業のうち廃棄物埋

設の事業については使用前検査の制度がないことから、当該

許可等に係る最初の廃棄体を受け入れ施設に受け入れる時点

より前をいう。 

2)「構築されている」には、設計及び工事の進捗に合わせて構築

する方針が適切に示されている場合を含む。 

 

指針５．運転及び保守のための組織 

事業者において、運転及び保守を適確に遂行するに足りる、役割

分担が明確化された組織が適切に構築されているか、又は構築さ

れる方針が適切に示されていること。 

  【解説】 

1) 「運転及び保守」の範囲は、当該事業の許可等に係る使用前

検査に合格し、施設の使用を開始した後をいう。但し、廃棄

の事業のうち廃棄物埋設の事業については使用前検査の制度

がないことから、当該許可等に係る最初の廃棄体を受け入れ

施設に受け入れた時点以降をいう。 

2)「組織」には、施設の保安に関する事項を審議する委員会等を
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必要に応じて含むこと。 

 本変更後における設計及び工事並びに運転及び保守を適確に遂行するに足

りる，役割分担が明確化された組織を適切に構築していることを以下に示す。 

 

令和４年７月１日現在における廃棄物管理施設に関する組織は，第１

図に示すとおりである。各部室は，業務所掌に定めた役割分担に基づき，

廃棄物管理施設の設計及び工事並びに運転及び保守に係る業務を適確に行

う。 

本変更後における廃棄物管理施設の設計及び工事並びに運転及び保守

に係る業務の分掌を第１表に示す。第１表の解説を補足説明資料1-1に示

す。 
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第1図 組織図 

※３ 

※１ 組織改正に伴う廃棄物管理関係部署の追加 
 
※２ 組織改正に伴う削除（業務推進本部） 
 
※３ 第２低レベル廃棄物貯蔵系の一部共用に係る 

変更に伴う廃棄物管理関係部署の追加 
 

※１ 

※２ 

※１ 
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第１表 廃棄物管理施設の設計及び工事並びに運転及び保守に係る業務の分掌 

業務 再処理事業部 技術本部 

新増設施設の建設計画 再処理計画部  

新増設施設に係る 

設計及び工事 

放射線管理部，核物質管理部，防災

管理部 

土木建築部，エンジニアリング

センター 

既存施設の改造及

び更新工事に係る

設計及び工事 

設計 

再処理工場 

土木建築保全部，計装保全部， 

電気保全部，機械保全部，技術

部，共用施設部，ガラス固化施 

設部 

放射線管理部，核物質管理部，防災

管理部 

 

 

 

 

 

 

工事 

再処理工場 

土木建築保全部，計装保全部，電

気保全部，機械保全部，共用施設

部，ガラス固化施設部 

放射線管理部，核物質管理部，防災

管理部 

 

 

 

 

運転に関する操作，巡視，

点検等 

再処理工場 

 運転部，共用施設部，ガラス固化

施設部 

放射線管理部，核物質管理部，防災

管理部 

 

機械，電気，計装設備，建

物及び構築物の保守 

再処理工場 

土木建築保全部，計装保全部， 

電気保全部，機械保全部，共用 

施設部，ガラス固化施設部 

放射線管理部，核物質管理部，防災

管理部 

 

※施設とは，廃棄物管理施設を構成する構築物，系統，機器等の総称をいう。 

 

（１） 本変更後における廃棄物管理施設の設計及び工事並びに運転及び保

守に係る業務は，第１図に示す廃棄物管理関係部署にて実施する。 

これらの組織は，補足説明資料1-2に示す「職制規程」，補足説明

資料1-3に示す「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律」第51条の18第１項の規定に基づく再処理事業所廃棄物管理施設

保安規定（以下「保安規定」という。）等で定められた業務所掌に基

づき，明確な役割分担の下で廃棄物管理施設の設計及び工事並びに運
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転及び保守に係る業務を適確に実施する。 

 

（２） 本変更後における設計及び工事の業務については，再処理事業部及

び技術本部の各部署が実施する。廃棄物管理施設における新増設施設

に係る設計及び工事，既存施設の改造及び更新工事に係る設計及び工

事を第１表のとおり分掌する。 

 新増設施設に係る設計及び工事に関する業務について，新増設施設

の建設計画に関する業務は再処理事業部再処理計画部が実施する

（補足説明資料1-42）。 

 建設計画に基づく設計及び工事について，土木建築に関する業務は

技術本部土木建築部が，機電に関する業務は技術本部エンジニアリ

ングセンターが責任箇所として実施する。ただし，機電に関する業

務のうち放射線管理設備，核物質防護設備及び防災管理設備につい

ては，それぞれ再処理事業部の放射線管理部，核物質管理部及び防

災管理部が責任箇所として実施する。 

新増設施設と既存施設（他事業との共用施設を含む。）との繋ぎ

込みに関する既存施設の工事は，各所管設備担当部署が責任箇所と

して実施する。 

既存施設（他事業との共用施設を含む。）の改造及び更新工事に

係る設計及び工事に関する業務については，再処理事業部の各所管

設備担当部署が責任箇所として実施する。 

これらの業務に係る再処理事業部及び技術本部の各部署の間にお

ける連携については，責任箇所が主体となって，確実に業務を遂行

するため各部署との業務及び責任の範囲を明確化した上で実施する。 

なお，他事業との共用施設に係る設計及び工事に関する業務の実
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施主体，責任範囲は，それぞれの事業の担当部署の間で明確にし実

施する。 

 

（３） 本変更後における運転及び保守の業務については，再処理事業部の

各部署が実施する。職制規程及び保安規定に定められた業務所掌に基

づき，第１表のとおり分掌する。 

運転に関する操作，巡視，点検等の業務は，再処理事業部のガラス

固化施設部，運転部，共用施設部，放射線管理部，核物質管理部及び

防災管理部がそれぞれ実施する。 

機械，電気，計装設備，建物及び構築物の保守の業務は，再処理事

業部の土木建築保全部，計装保全部，電気保全部，機械保全部，共用

施設部，ガラス固化施設部，放射線管理部，核物質管理部及び防災管

理部がそれぞれ実施する。 

 

（４） 地震，竜巻，火山等の自然現象等による被害（以下「自然災害等」

という。）が発生した場合に対処するために必要な体制の整備につい

ては，保安規定等において具体的に記載する。 

自然災害等の非常事態に際しては，適確に対処するため，再処理事

業部長（原子力防災管理者）を本部長とした保安規定に基づく非常時

対策組織及び事象の進展に応じて「原子力災害対策特別措置法」第７

条第１項の法に基づく再処理事業所再処理事業部原子力事業者防災業

務計画における原子力防災組織を構築し対応できるよう，あらかじめ

体制を整備する。非常時対策組織及び原子力防災組織の全体像を補足

説明資料1-43に示す。 

自然災害等が発生した場合は，非常時対策組織又は原子力防災組織
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の要員にて初動活動を行い，本部長の指示の下，参集した要員が役割

分担に応じて対処する。 

 

（５） 廃棄物管理事業変更許可申請を伴う変更，保安規定の変更等につい

て，他事業等の代表者を含む委員によって，全社的観点（他事業と

の整合性等）から保安上の基本方針を審議する品質・保安会議（安

全・品質本部長が議長）を設置する。また，廃棄物管理施設のガラ

ス固化体の受入れ計画等について，技術的専門性を有した委員によ

って，廃棄物管理施設に係る保安業務全体の観点から保安に係る基

本的な計画の妥当性を審議する貯蔵管理安全委員会（再処理事業部

長が委員長を任命）を設置する。本会議及び本委員会により保安活

動に関する必要な事項について審議するとともに，本会議及び本委

員会からの指示事項に対するその実施状況及び処置状況を監理する。

社長が行う廃棄物管理の事業に関する品質マネジメントシステムに

係る業務の補佐は，安全・品質本部が実施する。品質マネジメント

システムに係る内部監査は，監査室が実施する。また，品質マネジ

メントシステムに係る活動の実施状況を確認し，経営として評価，

審議するため，安全・品質改革委員会（社長が委員長）を設置する。 

品質・保安会議及び貯蔵管理安全委員会が実施する事項は，補足説

明資料1-3に示す保安規定第9条（品質・保安会議），保安規定第10条

（貯蔵管理安全委員会），補足説明資料1-4に示す社内規程「品質・

保安会議規程」及び補足説明資料1-5に示す社内規程「再処理事業部 

貯蔵管理安全委員会運営要領」のとおりである。令和３年度の品質・

保安会議，貯蔵管理安全委員会の開催実績を，補足説明資料1-6及び

補足説明資料1-7に示す。 
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安全・品質改革委員会が実施する事項は，補足説明資料1-3に示す

保安規定及び補足説明資料1-8に示す社内規程「安全・品質改革委員

会規程」のとおりである。 

 

以上のとおり，本変更後における設計及び工事並びに運転及び保守，

自然災害等の対応を適確に遂行するに足りる，役割分担が明確化され

た組織を適切に構築している。 

【補足説明資料1-1】 

【補足説明資料1-2】 

【補足説明資料1-3】 

【補足説明資料1-4】 

【補足説明資料1-5】 

【補足説明資料1-6】 

【補足説明資料1-7】 

【補足説明資料1-8】 

【補足説明資料1-42】 

【補足説明資料1-43】 
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１．２ 設計及び工事並びに運転及び保守に係る技術者の確保 

（技術的能力に係る審査指針） 

指針２．設計及び工事に係る技術者の確保 

事業者において、設計及び工事を行うために必要となる専門知識

及び技術・技能を有する技術者が適切に確保されていること。 

  【解説】 

1)「専門知識」には、原子炉主任技術者、廃棄物取扱主任者、放

射線取扱主任者、ボイラー・タービン主任技術者、電気主任

技術者、技術士等の当該事業等に関連のある国家資格等で要

求される知識を必要に応じて含む。 

2)「確保されている」には、設計及び工事の進捗に合わせて確保

する方針が適切に示されている場合を含む。 

 

指針６．運転及び保守に係る技術者の確保 

事業者において、運転及び保守を行うために必要となる専門知識

及び技術・技能を有する技術者が適切に確保されているか、又は

確保する方針が適切に示されていること。 

  【解説】 

「専門知識」には、原子炉主任技術者、廃棄物取扱主任者、放射

線取扱主任者、ボイラー・タービン主任技術者、電気主任技術者、 

技術士等の当該事業等に関連のある国家資格等で要求される知識

を必要に応じて含む。 

 本変更後における設計及び工事並びに運転及び保守を行うために必要とな

る専門知識，技術及び技能を有する技術者を適切に確保していることを以下

に示す。 
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(１)技術者数 

令和４年７月１日現在，廃棄物管理施設の設計及び工事並びに運転

及び保守に従事する技術者を1,221人確保している（補足説明資料1-9）。

これらの廃棄物管理の事業に係る技術者の専攻の内訳は，電気，機械，

金属，原子力，化学等であり，事業の遂行に必要な分野を網羅してい

る。 

技術者の専攻別内訳を第２表に示す。 

第２表 技術者の専攻別内訳 

（単位：人） 

専 攻 電 気 機 械 金 属 原子力 化 学 物 理 土 木 建 築 その他 合 計 

技術者数 281 188 11 80 118 49 24 65 405 1,221 

 

このため，現状で工事管理に適切な人数を確保していると考えられ

るが，今後事業変更許可後の運用開始時期までに，廃棄物管理施設に

おいて既設設備の改造工事が計画されていることから，各工程におい

て必要な技術者を確保する。 

また，過去 10 年間における採用人数の実績を補足説明資料1-11に

示す。 

 

（２）在籍技術者の原子力関係業務従事年数 

令和４年７月１日現在における在籍特別管理職(課長以上)及びそれ

以外の在籍技術者の原子力関係業務従事年数は，第３表のとおりであ

る。 
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第３表 技術者の原子力関係業務従事年数 

（単位：人） 

    年数 

 

区分     

１年未満 
１年以上 

５年未満 

５年以上 

10年未満 

10年以上 

20年未満 
20年以上 合  計 

技術者の原子力

関係業務平均従

事年数 

特別管理職 11 13 4 15 199 242 26年 

技 術 者 43 254 180 225 277 979 13 年 

合 計 54 267 184 240 476 1,221 16 年 

 

（３）有資格者数 

令和４年７月１日現在における国家資格取得者数は，第４表のとお

りである。 

 

第４表 技術者の国家資格取得者数 
 

(単位：人) 

国家資格名称 取得者数 

核燃料取扱主任者 29 

原子炉主任技術者 6 

第１種放射線取扱主任者 90 

 

核燃料取扱主任者，原子炉主任技術者，第１種放射線取扱主任者の

資格を有する人数の至近５年間の実績を補足説明資料1-12に示す。上

記資格の有資格者数の５年間の推移としては同程度の人数を継続して

確保している。 

放射線取扱主任者は，放射性同位元素を取扱う事業所ごとに選任す
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ることが定められており，主任者を１人以上とその代理者１人以上を

選任することから，第１種放射線取扱主任者の必要人数は２人であり，

必要人数の有資格者を確保している。 

自然災害等への対応について検討した結果，大型自動車運転免許の

資格を必要とするため，その有資格者を確保している。令和４年７月

１日現在の廃棄物管理施設における自然災害等の対応に必要な大型自

動車を運転する資格を有する技術者を延べ77人確保している。その内

訳を補足説明資料1-44に示す。現時点で確保している有資格者で自然

災害等への対応が可能であるが，より多くの技術者が資格を取得し，

自然災害等発生時における対応をさらに適切に実施できるように，有

資格者を確保していく。 

 

（４）配置  

業務の各工程に応じて上記の技術者及び有資格者を必要な人数配置

する。配置の考え方を補足説明資料1-9に示す。技術者については，今

後想定する工事等の状況も勘案した上で，採用，教育及び訓練を行う

ことにより継続的に確保するとともに，有資格者についても，各種資

格取得を奨励することにより必要な数の資格取得者を確保していく。 

 

以上のとおり，設計及び工事並びに運転及び保守，自然災害等の対応に必

要な技術者及び有資格者を確保している。 

今後とも設計，運転等を適切に行うための技術者を確保し，円滑，かつ，

確実な業務遂行を図るため，必要な教育及び訓練を行うとともに，採用を通

じ，必要な技術者及び有資格者を継続的に確保し，配置する。 

なお，これらの技術者及び有資格者が従事する業務のうち，品質マネジメ
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ントシステム，安全管理，放射線管理等の業務は，廃棄物管理事業及び再処

理事業で同一であることから，当該業務に従事する技術者及び有資格者は両

事業に従事している。 

【補足説明資料1-9】 

【補足説明資料1-11】 

【補足説明資料1-12】 

【補足説明資料1-44】 
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１．３ 設計及び工事並びに運転及び保守の経験 

（技術的能力に係る審査指針） 

指針３．設計及び工事の経験 

事業者において、当該事業等に係る同等又は類似の施設の設計及

び工事の経験が十分に具備されていること。 

  【解説】 

「経験が十分に具備されていること」には、当該事業等に係る国

内外の同等又は類似の施設への技術者派遣や関連施設での研修を

通して、経験及び技術が十分に獲得されているか、又は設計及び

工事の進捗に合わせて獲得する方針が滴切に示されていることを

含む。 

 

指針７．運転及び保守の経験 

事業者において、当該事業等に係る同等又は類似の施設の運転及

び保守の経験が十分に具備されているか、又は経験を獲得する方

針が適切に示されていること。 

  【解説】 

「経験が十分に具備されている」には、当該事業等に係る国内外

の同等又は類似の施設への技術者派遣や関連施設での研修を通し

て、経験及び技術が十分に獲得されていることを含む。 

 本変更後における同等又は類似の施設の設計及び工事並びに運転及び保守

の経験を十分に具備していることを以下に示す。 

 

(１) 当社は，平成４年に廃棄物管理の事業の許可を受け，これまでにガラス

固化体を最大1,440本管理する能力を有する施設の設計及び工事を行っ
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てきた経験を有しているとともに，平成７年からの運転及び保守の経験

を有している。また，平成15年にガラス固化体を最大1,440本管理する

能力を有している施設の増設について廃棄物管理事業の変更許可を受け，

設計及び工事を行った経験を有している。さらに，国立研究開発法人日

本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所（東海再処理施設）等

の国内外の研修機関における運転及び保守に係る研修及び訓練により経

験を有している。 

なお，令和４年７月１日現在における在籍技術者のうち，国内外の

主な機関への研修及び社内研修で原子力技術を習得した者は，第５表

に示すとおりである。 
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第５表 機関別研修者数 

（単位：人） 

研 修 機 関 研 修 者 数 

 
 

国 
 

 
 

 

内 

日本原子力研究開発機構の再処理技術開発センター他研修 

日本原子力研究開発機構原子力研修センター一般課程 

日本原子力研究開発機構原子力研修センターの各種研修講座・課程 

量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 

日本原子力発電株式会社東海研修所 

261 

2 

10 

5 

3 

 

合      計 281 

海 
 

 

外 

フランス再処理施設研修 

イギリス再処理施設研修 

47 

4 

 

合      計 51 

社 
 
 

内 

再処理部門研修 1,112 

合      計 1,112 

 

(２）さらに，当社は，国内外の関連施設との情報交換，トラブル対応に関

する情報収集及び活用により，設計及び工事並びに運転及び保守の経

験を継続的に蓄積しており，今後も積み上げていく（補足説明資料1-

45）。 

 

(３) 情報連絡及び連携 

 ａ．電力会社，日本原子力研究開発機構等諸機関との連絡を密にし，人的

及び技術的な協力を適宜得る。 
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 ｂ．廃棄物管理施設の保守に当たっては，設計及び建設工事に携わった者

の協力を得る。なお，必要に応じて技術協力先から所要の情報の提供

を受ける。 

 ｃ．再処理施設及びウラン・プルトニウム混合酸化物燃料加工施設（以下

「MOX燃料加工施設」という。）を担当する技術者と連携を図る。 

 

(４) 新規制基準施行を踏まえ，下記のような自然災害等対策について検討

し，基本設計等を実施している。また，これらの対策を運用する体制，

手順についても整備していく。 

ａ．自然災害等対策  

地震：地震による加速度によって作用する地震力に対する設計，安 

全機能を有する施設の耐震設計に用いる地震力の算定，安全機能

を有する施設の耐震設計における荷重の組み合わせと許容限界の

考慮による設計について検討し，基本設計を実施した。 

津波：耐震重要施設が設置された敷地の状況及び津波に係わる既往 

知見を踏まえた津波の到達可能性について検討した。 

竜巻：最大風速 100m/s の竜巻による風圧力，気圧差及び飛来物の 

衝突による荷重を組み合わせた設計竜巻荷重及びその他竜巻以外

の自然現象による荷重等を適切に組み合わせた設計荷重（竜巻）

に対して，竜巻防護対策設備による防護対策について検討し，基

本設計を実施した。 

火山：敷地内で想定される降下火砕物による，構造物への静的負荷 

に対して安全余裕を有する設計，狭隘部については閉塞しない設

計，換気系等については想定される気中降下火砕物濃度において

も，閉塞しないよう降下火砕物が容易に侵入しにくい設計及び閉
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塞しないような対策について検討し，基本設計を実施した。 

外部火災：外部火災として，森林火災，近隣の産業施設の火災及び爆

発，航空機墜落による火災及び敷地内の危険物貯蔵施設の

火災及び爆発を想定した。これらの火災源からの熱影響に

より，建屋表面温度等を許容温度以下とする設計について

検討し，基本設計を実施した。また，森林火災については，

火炎の延焼防止を目的として評価上必要とされる防火帯を

算出した。 

内部火災：安全機能を有する構築物，系統及び機器を火災から防護 

するための火災の発生防止，早期の火災検知及び消火並び

に火災の影響軽減を考慮した火災防護に関して検討し，基

本設計を実施した。 

ｂ．再処理事業所（再処理施設，廃棄物管理施設，MOX燃料加工施設）の

原子力防災組織の方針 

   ・再処理施設，廃棄物管理施設，MOX燃料加工施設は同一の事業所内

にあり，施設としても工程が連続していることから，防災業務計画

を一本化する（補足説明資料1-13）。 

   ・具体的には，再処理施設，廃棄物管理施設，MOX燃料加工施設の原

子力防災組織を一体化させ，再処理事業所として一つの組織として

運用する。 

   ・原子力防災組織の本部長（原子力防災管理者）は再処理事業部長と

する。本部長は，原子力防災組織を統括し，支援組織の対策活動の

指揮を執る。 

   ・実施組織は統括当直長が実施責任者として，再処理施設，廃棄物管

理施設，MOX燃料加工施設に係る対策活動の指揮を執る。 
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(５) 設計及び工事並びに運転及び保守の経験として，当社で発生したトラ

ブル情報や国内外のトラブルに関する経験や知識についても継続的に

積み上げている。これらの情報は全てコンディションレポートにより，

社内関係箇所へ周知されるが，そのうち，是正処置又は未然防止処置

に関する情報として扱う必要があるものは，社内規程に基づき必要な

活動を行っている。なお，当社で発生したトラブル のうち，再処理

事業部及び技術本部内で発生したトラブルに対する是正処置は，「ＣＡ

Ｐシステム要則」（補足説明資料1-15）に基づき実施している。 

「原子力安全に係る品質マネジメントシステム規程（以下「品質マニ

ュアル」という。）」（補足説明資料1-14）に是正処置及び未然防止処置

の基本的事項について規定し，具体的な是正処置及び未然防止処置の

方法については，「ＣＡＰシステム要則」（補足説明資料1-15）に規定

しており，以下に基本的なフローを示す。 

                                 

ａ．情報入手 

(a) 安全・品質本部品質保証部長は，国内外で発生した事故・トラブ

ル等の重要な情報を当社設備やプロセスに反映させ，安全性を向

上させるために，国内外の運転経験情報（以下「ＯＥ情報」とい

う。）を収集し，収集したＯＥ情報を社内展開検討データベース

に登録する。 

ｂ．情報の検討 

(a) パフォーマンス改善推進者（以下「ＰＩＣｏ」という。）は社内

展開検討データベースに登録された事象に対して，施設や業務プ

ロセスの特徴を踏まえ，類似の不適合その他の事象の有無若しく

は当該類似の事象が発生する可能性の調査又は起こり得る不適合



1-24 

 

及びその原因の調査として，水平展開（同様事象調査及び同様原

因調査）等の対応が必要か判断する。 

ｃ．水平展開調査 

(a) ＰＩＣｏは，水平展開が必要な事象に対して関係部署に調査を指

示する。 

(b) 指示を受けた部署は，調査の結果を社内展開検討データベースに

入力する。 

(c) ＰＩＣｏは，水平展開の結果，是正処置又は未然防止処置を含む

対応が必要と判断した事象については，コンディションレポート

を登録する。 

                                 

ｄ．処置の実施 

(a) 各課長及びグループリーダーは，是正処置又は未然防止処置が必

要と判断した場合は，「ＣＡＰシステム要則」（補足説明資料1-

15）に基づき処置を行う。 

(b) ＰＩＣｏは，水平展開の対応要否の判断結果を定期的にパフォー

マンス推進会議（以下「ＰＩＭ」という。）に報告し，ＰＩＭは，

ＰＩＣｏの判断結果を確認し，必要な指示を行う。 

 

(６)当社は，従来から国内外の原子力施設からトラブル情報の入手，情報交

換を行っている。その中で，必要な場合は技術者の派遣を行っている。

過去３年間の国外の原子力関係諸施設への派遣実績を補足説明資料1-

17に示す。これ以降は，海外情報の入手と調査が必要な場合に適宜派

遣の検討を行う。 
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以上のとおり，設計及び工事並びに運転及び保守の経験を十分に有してお

り， 今後も継続的に技術者を確保するため技術の継承を実施し経験を積み

上げていく。また，設計思想や建設工事の経験の継承により確保した技術者

の資質維持，向上を図るため，個人のこれまでの略歴等が含まれる人事情報

を活用し，プラントの設計及び建設工事に携わった者，並びに不具合対応経

験者を検索できるようにしている。 

【補足説明資料1-13】 

【補足説明資料1-14】 

【補足説明資料1-15】 

          

【補足説明資料1-17】 

【補足説明資料1-45】 
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１．４ 設計及び工事並びに運転及び保守に係る品質保証活動 

（技術的能力に係る審査指針） 

指針４．設計及び工事に係る品質保証活動 

事業者において、設計及び工事を適確に遂行するために必要な品

質保証活動を行う体制が適切に構築されていること。 

  【解説】 

1)「構築されている」には、設計及び工事の進捗に合わせて構築

する方針が適切 に示されている場合を含む。 

2)「品質保証活動」には、設計及び工事における安全を確保する

ための最高責任者の方針を定め、品質保証計画に基づき活動

の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、監査を含む評

価によって継続的な改善が図られる仕組みを含むこと。また、 

それらの活動が文書化され、管理される仕組みを含むこと。 

3)「体制」には、品質保証活動の取組みの総合的な審議を行う委

員会等を必要に応じて含むこと。 

 

指針８．運転及び保守に係る品質保証活動 

事業者において、運転及び保守を適確に遂行するために必要な品

質保証活動を行う体制が適切に構築されているか、又は構築され

る方針が適切に示されていること。 

  【解説】 

1)「品質保証活動」には、運転及び保守における安全を確保する

ための最高責任者の方針を定め、品質保証計画に基づき活動

の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、監査を含む評

価によって継続的な改善が図られる仕組みを含むこと。また、 
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それらの活動が文書化され、管理される仕組みを含むこと。 

2)「体制」には、品質保証活動の取組みの総合的な審議を行う委

員会等を必要に応じて含むこと。 

 本変更後における設計及び工事並びに運転及び保守を適確に遂行するため

に必要な品質マネジメントシステムに係る活動を行う体制を適切に構築して

いることを以下に示す（補足説明資料1-47）。。 

 

廃棄物管理施設の設計及び工事並びに運転及び保守の各段階における

品質マネジメントシステムに係る活動に関して，「原子力施設の保安のた

めの業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」（令和２年原

子力規制委員会規則第２号）及び「同規則の解釈」（以下「品質管理基準

規則」という。）に基づき，品質マネジメントシステムを確立し，実施し，

実効性を維持するため，継続的に改善する。また，品質マネジメントシス

テムを品質マネジメントシステム計画として定めるとともに，品質マニュ

アルとして文書化する。 

当社は，文書化された品質マニュアルに基づき，社長をトップマネジ

メントとし，監査室長，調達室長，安全・品質本部長及び再処理事業部長

を管理責任者とした品質マネジメントシステムに係る体制を構築する。 

社長は，品質マネジメントシステムに係る活動の実施に関する責任と

権限を有し，最高責任者として法令の遵守及び原子力安全の重要性を含め

た品質方針を設定し，文書化して組織内に周知する。また，監査室を社長

直属の組織とする，特定の取締役による監査室への関与を排除するととも

に内部監査の対象となり得る部門から物理的に離隔する等により，監査室

の独立性を確保する。 

社長は，品質マネジメントシステムの実効性を評価するため，品質マ
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ネジメントシステムに係る活動の実施状況及び改善の必要性の有無につい

てマネジメントレビューを実施する。また，品質マネジメントシステムに

係る活動の実施状況を確認し，経営として，観察及び評価するため，社長

を委員長とする安全・品質改革委員会を設置し，品質マネジメントシステ

ムに係る活動の取組が弱い場合は要員，組織，予算，購買等の全社の仕組

みが機能しているかの観点で審議を行い，必要な指示及び命令を行う。 

監査室長は，調達室長，安全・品質本部長，再処理事業部長及び技術

本部長が実施する業務並びに品質・保安会議の審議業務に関し内部監査を

行うとともに，品質方針に基づき品質目標を設定し，品質マネジメントシ

ステムに係る活動の計画，実施，評価確認及び継続的な改善を行い，その

状況を社長へ報告する。 

調達室長は，廃棄物管理の事業に関する調達に係る業務を行うととも

に，品質方針に基づき品質目標を設定し，品質マネジメントシステムに係

る活動の計画，実施，評価確認及び継続的な改善を行い，その状況を社長

へ報告する。 

安全・品質本部長は，社長が行う廃棄物管理の事業に関する品質マネ

ジメントシステムに係る業務の補佐を行う。また，品質方針に基づき品質

目標を設定し，品質マネジメントシステムに係る活動の計画，実施，評価

確認及び継続的な改善を行い，その状況を社長へ報告する。さらに，社長

の補佐として，各事業部の品質マネジメントシステムに係る活動が適切に

実施されることを支援する。 

再処理事業部長は，廃棄物管理施設に係る保安業務（技術本部長が統

括するものを除く。）を統括する。技術本部長は，技術本部が実施する廃

棄物管理施設の設計及び工事に係る業務を統括する。また，再処理事業部

長及び技術本部長は，品質方針に基づき品質目標を設定し，品質マネジメ
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ントシステムに係る活動の計画，実施，評価確認及び継続的な改善を行い，

その状況を再処理事業部長が社長へ報告する。 

各業務を主管する組織の長は，業務の実施に際して，業務に対する要

求事項を満足するように定めた社内規程に基づき，責任をもって個々の業

務を実施し，要求事項への適合及び品質マネジメントシステムに係る活動

の実効性を実証する記録を作成し管理する。 

各業務を主管する組織の長は，製品及び役務を調達する場合，供給者

において品質マネジメントシステムに係る活動が適切に遂行されるよう，

要求事項を提示し，製品及び役務に応じた管理を行う。また，検査，試験

等により調達物品等が要求事項を満足していることを確認する。 

各業務を主管する組織の長は，不適合が発生した場合，不適合を除去

し，再発防止のために原因を特定した上で，原子力の安全に及ぼす影響に

応じた是正処置を実施する。 

貯蔵管理安全委員会は，廃棄物管理施設の保安活動について審議を行

う。また，品質・保安会議は，全社的な観点から保安活動及び品質マネジ

メントシステムに係る活動の重要な事項について審議を行う。さらに，安

全・品質改革委員会は，各部門の品質マネジメントシステムに係る活動の

実施状況を確認し，経営として，観察及び評価を行い，要員，組織，予算，

購買等の仕組みが機能しているか審議する。 

 

本変更後における設計及び工事並びに運転及び保守を適確に遂行する

ために必要な品質マネジメントシステムに係る活動を行う体制が適切に構

築されていることの詳細を以下に示す。 

a．設計及び工事並びに運転及び保守における品質マネジメントシステムに

係る活動の体制 
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(a) 品質マネジメントシステムに係る活動は，廃棄物管理施設の安全

を確保するよう，品質管理基準規則に基づき，保安規定第３条の４

（品質マネジメントシステム計画）のとおり，品質マニュアルを定

め，品質マネジメントシステムを確立し，実施し，評価確認し，継

続的に改善する。 

                                 

(b) 品質マネジメントシステムに係る活動については，業務に必要な

社内規程を定めるとともに，補足説明資料1-19に示す文書体系を構

築している。また，文書体系のうち一次文書は，品質マニュアルで

あり，以下のとおりである。 

・品質マニュアル（社長承認文書） 

組織の品質マネジメントシステムを規定する最上位文書であり，

原子力施設の安全を継続的に改善していくための，当社の品質マネ

ジメントシステムに係る要求事項を定めている。 

この品質マニュアルにしたがい，監査部門の管理責任者である監

査室長，調達部門の管理責任者である調達室長，全社の品質マネジ

メントシステムに係る活動の推進部門の管理責任者である安全・品

質本部長及び実施部門の管理責任者である再処理事業部長（以下

「実施部門の管理責任者」という。）の下，各部門から独立した監

査部門である監査室，調達部門である調達室，全社の品質マネジメ

ントシステムに係る活動の推進部門である安全・品質本部並びに実

施部門である再処理事業部及び技術本部の各組織（以下「各業務を

主管する組織」という。）の長が実施する事項を社内規程に定めて

いる。 

 (c) 品質マネジメントシステムに係る体制は，社長を最高責任者（ト
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ップマネジメント）とし，各部門から独立した監査部門である監査

室，調達部門である調達室，全社の品質マネジメントシステムに係

る活動の推進部門である安全・品質本部並びに実施部門である再処

理事業部及び技術本部で構築する。品質マネジメントシステムに係

る体制を補足説明資料1-19に示す。 

保安規定に定める運転管理，施設管理等の業務の実施箇所及びこれ

を支援する箇所を補足説明資料1-19に示す。 

(d) 社長は，品質マネジメントシステムの最高責任者として，品質マ

ネジメントシステムを確立し，実施し，評価確認し，継続的に改善す

ることの責任と権限を有し，品質方針を設定する（補足説明資料1-

19）。設定した品質方針を補足説明資料1-20に示す。この品質方針は，

安全及び品質の向上のため，技術，人及び組織の三要素を踏まえ，安

全文化の向上に取り組むとともに，協力会社と一体となって，技術力

の向上，現場第一主義の徹底を図ること，さらに，法令及びルールの

遵守はもとより，東京電力株式会社（現 東京電力ホールディングス

株式会社）福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ，原子力安全達

成に細心の注意を払い，地域の信頼をより強固なものとし，ともに発

展していくよう，社員一人ひとりが責任と誇りを持って業務を遂行す

ることを表明している。また，品質方針が組織内に伝達され，理解さ

れることを確実にするため，社内イントラネットへの掲載，執務室で

の品質方針ポスター掲示，携帯用の品質方針カードの配布を実施する

ことにより，監査部門，調達部門，全社の品質マネジメントシステム

に係る活動の推進部門及び実施部門の要員に周知している（補足説明

資料1-19）。品質方針の組織内への伝達方法については，補足説明資

料1-21に示す。 
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(e) 実施部門の管理責任者は，社長が設定した品質方針を実施部門の

各業務を主管する組織の長へ周知するとともに，品質方針に基づき

品質目標を経営計画と整合を取り設定する。 

(f) 各業務を主管する組織の長は，品質方針に基づき品質目標を経営

計画と整合を取り設定するとともに，この品質目標に基づき品質マ

ネジメントシステムに係る活動を実施する。 

この品質目標は，執務室での掲示，電子メール，打合せ等により各部

門の要員に周知する。品質方針が変更された場合には，品質目標の変

更の必要性を評価し，品質目標を見直した場合は，再度，各部門の要

員に設定時と同様の方法により周知する。 

(g) 社長は，管理責任者からの報告内容を基に品質マネジメントシス

テムの実効性をレビューし，マネジメントレビューのアウトプット

を決定する（補足説明資料1-19及び補足説明資料1-22）。 

安全・品質本部長は，マネジメントレビューの終了後，結果の記録を

作成し，社長承認後， 管理責任者に通知する。 

管理責任者は，社長からのマネジメントレビューのアウトプットを，

各業務を主管する組織の長に通知し，各業務を主管する組織の長が作

成したマネジメントレビューのアウトプットに対する処置事項を確認

して，各業務を主管する組織の長に必要な対応を指示する。 

各業務を主管する組織の長は，マネジメントレビューのアウトプット

に対する処置事項及び各業務を主管する組織の品質マネジメントシス

テムに係る活動の実施状況を評価確認し，次年度の品質目標に反映し，

活動する。また，管理責任者はそれらの状況を確認する。 

さらに，安全・品質改革委員会では，各部門の品質マネジメントシス

テムに係る活動の実施状況を確認し，経営として，観察及び評価し，
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要員，組織，予算，購買等の仕組みが機能しているかの観点で審議す

る。 

安全・品質改革委員会の審議事項を 補足説明資料1-24に示す。安

全・品質改革委員会の開催実績については，補足説明資料1-25に示す。 

(h) 安全・品質本部長は，全社の品質マネジメントシステムに係る活

動の推進部門の管理責任者として，社長が行うマネジメントレビュー

が円滑に実施されるよう補佐する。また，安全・品質本部長は，補足

説明資料1-22に示すマネジメントレビューのインプット項目であるプ

ロセスの運用状況にオーバーサイト結果（当社プロセスのパフォーマ

ンスに関する事項）を含め，社長へ報告する。 

(i) 各業務を主管する組織の長は，品質マネジメントシステムに係る

活動の実施状況を評価確認し，品質マニュアルにしたがいマネジメ

ントレビューのインプットに関する情報を作成する（補足説明資料

1-19）。マネジメントレビューのインプット項目については，補足説

明資料1-22に示す。 

(j) 再処理事業部長は，実施部門の管理責任者として，品質保証部長

の補佐を受けて，実施部門の各組織のマネジメントレビューのインプ

ットに関する情報を集約し，評価確認し，マネジメントレビューのイ

ンプットとして社長へ報告する。 

また，各業務を主管する組織においては，各業務を主管する組織の長

によるレビューを実施し，各業務を主管する組織における社内規程の

改訂に関する事項，品質目標，管理責任者レビューのインプットに関

する情報等をレビューする。品質保証推進会議の審議事項を補足説明

資料1-26に示す。再処理事業部品質保証推進会議及び技術本部品質保

証推進会議の開催実績については，補足説明資料1-25に示す。 
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マネジメントレビュー，管理責任者レビュー及び各業務を主管する組

織の長レビューの構成，インプットに関する情報等については，補足

説明資料1-22に示す。 

管理責任者のレビューのアウトプットについては，社長のマネジメン

トレビューへのインプットとするほか，品質目標等の業務計画の策定

及び改訂，社内規程の制定，改訂等により業務へ反映する。 

(k) 各業務を主管する組織の長は，業務の実施に際して，業務に対す

る要求事項を満足するように定めた社内規程に基づき，責任をもっ

て個々の業務を実施し，要求事項への適合及び品質マネジメントシ

ステムに係る活動の実効性を実証する記録を作成し管理する。 

(l) 品質・保安会議では，全社的な観点から保安活動及び品質マネジメ

ントシステムに係る活動の重要な事項について審議する。品質・保安

会議の審議事項を補足説明資料1-23に示す。品質・保安会議の開催実

績については，補足説明資料1-25 に示す。 

なお，廃棄物管理施設の保安活動に関しては，保安規定第10条に基づ

く貯蔵管理安全委員会を開催し，その内容を審議し，審議結果は業務

へ反映する。 

ｂ．設計及び工事並びに運転及び保守における品質マネジメントシステムに

係る活動 

(a) 各業務を主管する組織の長は，設計及び工事を，品質マニュアル

にしたがい，廃棄物管理施設の安全機能の重要度を基本とした品質

マネジメントシステム要求事項の適用の程度に応じて管理し，実施

し，評価確認し，継続的に改善する（補足説明資料1-19及び補足説

明資料1-27）。また，製品及び役務を調達する場合は，供給者におい

て品質マネジメントシステムに係る活動が適切に遂行されるよう，
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要求事項を提示し，重要度等に応じた品質管理グレードにしたがい

調達管理を行う（補足説明資料1-19及び補足説明資料1-28）。 

供給者に対しては，品質管理グレードに応じた要求事項の他，法令類

からの要求事項や製品等の内容に応じた要求事項を加えた調達物品等

要求事項を提示する（補足説明資料1-19及び補足説明資料1-28）。 

なお，許認可申請等に係る解析業務を調達する場合は，当該業務に係

る調達物品等要求事項を追加する。 

各業務を主管する組織の長は，調達物品等が調達物品等要求事項を満

足していることを，検査，試験等により検証する（補足説明資料1-19

及び補足説明資料1-28）。これらの調達物品等要求事項等の具体的な

内容については「共通仕様書」及び「個別仕様書」（以下「仕様書」

という。）で明確にする。 

各業務を主管する組織の長は，運転及び保守を適確に遂行するため，

品質マニュアルにしたがい，関係法令等の要求事項を満足するよう

個々の業務を計画し，実施し，評価確認し，継続的に改善する。また，

製品及び役務を調達する場合は，設計及び工事と同様に管理する。 

                                

 (b) 各業務を主管する組織の長は，設計及び工事並びに運転及び保守

において不適合が発生した場合，不適合を除去し，再発防止のため

に原因を特定した上で，原子力の安全に及ぼす影響に応じた是正処

置を実施する。 

不適合管理及び是正処置については，補足説明資料1-19及び補足説

明資料1-29に示す。また，製品及び役務を調達する場合は，供給者に

おいても不適合管理が適切に遂行されるよう仕様書にて要求事項を提

示し（補足説明資料1-19及び補足説明資料1-28），不適合が発生した
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場合には，各業務を主管する組織はその実施状況を    確認す

る。 

 

以上のとおり，品質マネジメントシステムに係る活動に必要な文書を定め，

品質マネジメントシステムに係る活動に関する計画，実施，評価確認，改善

を実施する仕組み及び役割を明確化した体制を構築している。 

           

【補足説明資料1-19】 

【補足説明資料1-20】 

【補足説明資料1-21】 

【補足説明資料1-22】 

【補足説明資料1-23】 

【補足説明資料1-24】 

【補足説明資料1-25】 

【補足説明資料1-26】 

【補足説明資料1-27】 

【補足説明資料1-28】 

【補足説明資料1-29】 

【補足説明資料1-47】 
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１．５ 技術者に対する教育及び訓練 

（技術的能力に係る審査指針） 

指針９．技術者に対する教育・訓練 

事業者において、確保した技術者に対し、その専門知識及び技

術・技能を維持・向上させるための教育・訓練を行う方針が適切

に示されていること。 

 確保した技術者に対し，その専門知識，技術及び技能を維持及び向上させ

るための教育及び訓練を行う方針を以下に示す。 

 

(１) 技術者に対しては，廃棄物管理施設の設計及び工事並びに運転及び保

守に当たり，一層の技術的能力向上のため，以下の教育及び訓練を実

施する。 

ａ．社内における研修並びに設計，工事，運転及び保守の実務経験者の指

導のもとにおける実務を通じて，施設の設計及び工事並びに運転及び

保守に関する知識の維持及び向上を図るための教育（安全上の要求事

項，設計根拠，設備構造及び過去のトラブル事例を含む。）を定期的

に実施する。また，必要となる教育及び訓練の計画をその職務に応じ

て定め，適切な力量を有していることを定期的に評価する。 

ｂ．廃棄物の取扱いに係る技術者に対して，知識，技術及び技能に係る筆

記及び実技試験を定期的に実施する。また，必要となる教育及び訓

練計画をその職務に応じて定め，適切な力量を有していることを定

期的に評価する。 

ｃ．実機を用いた研修を実施し，設備の構造と機能を理解させるとともに，

基本的運転操作を習得させる（補足説明資料1-46）。 

ｄ．原子力関係機関（一般社団法人原子力安全推進協会，日本原子力発
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電株式会社）等において，原子力安全，技術，技能の維持及び向上

を目的とした社外研修，講習会等に参加させ関連知識を習得させる。 

 

(２) 上記（１）によって培われる技術的能力に加え，建設工事の進捗状況

に合わせて建設工事に直接従事させることで設備等に対する知識の向

上を図るとともに，フランスのＯｒａｎｏ Ｒｅｃｙｃｌａｇｅ社再

処理施設における，運転，保守及び放射線管理の訓練の実施，継続し

た技術情報収集を行う。 

 

(３) 教育及び訓練の詳細  

確保した技術者に対し，その専門知識，技術及び技能を維持及び向上

させるための教育及び訓練の詳細について以下に示す。 

ａ．技術者は，原則として入社後一定期間，配属された部門に係る基礎

的な教育及び訓練を受ける。例えば，入社後の技術者は，青森原燃

テクノロジーセンター及び再処理事業所において，「令和３年度再処

理事業部・技術本部の新入社員研修年間スケジュール（補足説明資

料1-30）」に示すとおり，廃棄物管理施設の仕組み，放射線管理等の

基礎教育及び訓練並びに機器配置及びプラントシステム等の現場教

育及び訓練を受け，廃棄物管理に関する基礎知識を習得する。 

配属された技術者が受講する教育及び訓練は以下のとおり。 

・共通教育，専門教育 

法定の安全教育，作業安全に必要な基本的事項の習得，コンプラ

イアンス意識の醸成，廃棄物管理施設の設備に関する基礎学力の向

上，設備の構造，機能に関する知識及び運転，保守に関する技能等

の基礎の習得等 
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「再処理事業部 力量管理実施細則」（補足説明資料1-31）,「再

処理事業部 保安教育実施細則（廃棄物管理施設）」（補足説明資料

1-32）及び「再処理事業部 教育訓練要領」（補足説明資料1-33）

に示すとおり，再処理事業所においては，実務を通じた教育及び訓

練として現場教育を実施している。現場教育では，運転及び保守並

びに作業安全の基礎知識の習得等を行う。 

ｂ．実機を用いた研修を実施し，設備の構造と機能を理解させるととも

に，基本的運転操作を習得させる。 

ｃ．保守に関する業務に従事する技術者を主な対象者として，実機と同

等な訓練設備により，保守業務に必要な知識の習得及び実技訓練

（機器の分解，検査等）を実施している。 

ｄ．教育及び訓練については，品質マニュアル（補足説明資料1-19），保

安規定第８章（保安教育）（補足説明資料1-34）及び社内規程「再処

理事業部 原子力安全に係る品質マネジメントシステム運用要則」

（補足説明資料1-35）において，要求事項を 規定している。 

これらの要求事項を受けて，社内規程「再処理事業部 力量管理実

施細則」（補足説明資料1-31），「再処理事業部保安教育実施細則（廃

棄物管理施設）」（補足説明資料1-32）及び「再処理事業部 教育訓

練要領」（補足説明資料1-33）と具体的な運用要領等を定めており，

教育及び訓練の運用を品質マネジメントシステム体系の中で規定し

ている。これらの運用に関する規定に基づき，教育及び訓練を実施

している。令和３年度の再処理事業所の教育訓練実績及び保安教育

実績の抜粋を補足説明資料1-36及び補足説明資料1-37に示す。 

以上のとおり，確保した技術者に対しその専門知識，技術及び技

能を維持及び向上させるため，教育及び訓練に関する社内規程を策
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定し，必要な教育及び訓練を実施している。 

ｅ．再処理事業所では，原子力安全の達成に必要な技術的能力を維持及

び向上させるため，保安規定等に基づき，対象者，教育内容，教育

時間及び教育実施時期について教育の実施計画を策定し，それにし

たがって教育を実施する。また，再処理事業所では必要となる教育

及び訓練とその対象者として再処理事業所の運営に直接携わる運転，

保守，放射線管理等に関する業務の技術者に対して力量評価制度を

設けている。力量評価では，業務を遂行する上で必要な力量を教育

及び訓練に関する要領に定め，評価を実施する。さらに，必要な力

量が不足している場合には，その必要な力量に到達することができ

るように教育及び訓練を実施する。 

教育及び訓練に当たっては，知識及び技能に応じた教育訓練コー

スの設定及び配属後の年数や職位に応じた区分を設定することによ

り，技術者の能力に応じた教育及び訓練を実施している。 

                             

また，許認可，運転及び保守に精通する技術者並びに耐震技術，

安全評価技術等の専門分野の技術者を育成して，原子力安全の確保

及び技術力の向上を図る取り組みも進めている。 

ｆ．本変更後における業務に従事する自然災害等に対応する技術者，事

務系社員及び協力会社社員に対しては，各役割に応じた自然災害等

発生時の対応に必要となる技能の維持と知識の向上を図るため，計

画的，かつ，継続的に必要な教育及び訓練を実施する。 

ｇ．災害対策要員の体制を整備し，適切な事故対応が行えるよう訓練を

繰り返し行うことにより，災害対策要員の技術的な能力の維持向上

を図っている。訓練の実施に当たっては，訓練の種類に対応する対
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象者，訓練内容等を定め，訓練の結果，改善すべき事項が抽出され

れば，速やかに検討を行うこととしている。補足説明資料1-39 に令

和３年度の訓練実績を示す。 

ｈ．再処理事務所棟等では，補足説明資料1-40のとおり不具合事例に関

する資料を展示したスペースを設けている。 

 

今後も引き続き適切な事故対応が行えるよう総合的な訓練を計画し，

実施していく。 

 

以上のとおり，本変更後における技術者に対する教育及び訓練を実施し，

その専門知識，技術及び技能を維持及び向上させる取り組みを行っている。 

【補足説明資料1-19】 

【補足説明資料1-30】 

【補足説明資料1-31】 

【補足説明資料1-32】 

【補足説明資料1-33】 

【補足説明資料1-34】 

【補足説明資料1-35】 

【補足説明資料1-36】 

【補足説明資料1-37】 

【補足説明資料1-38】 

【補足説明資料1-39】 

【補足説明資料1-40】 

【補足説明資料1-46】 
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１．６ 有資格者等の選任及び配置 

（技術的能力に係る審査指針） 

指針10．有資格者等の選任・配置 

事業者において、当該事業等の遂行に際し法又は法に基づく規則

により有資格者等の選任が必要となる場合、その職務が適切に遂

行できるよう配置されているか、又は配置される方針が適切に示

されていること。 

  【解説】 

「有資格者等」とは、原子炉主任技術者免状若しくは核燃料取扱

主任者免状を有する者又は運転責任者として基準に適合した者を

いう。 

 廃棄物管理施設における核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物

（以下「核燃料物質等」という。）の取扱いに際して必要となる有資格者等

については，その職務が適切に遂行できる者の中から選任し，配置している

ことを以下に示す。 

 

核燃料物質の取扱いに関し，「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染

された物の廃棄物管理の事業に関する規則」（昭和63年11月７日 総理府

令第47号）に基づき，保安の監督を行う廃棄物取扱主任者及びその代行者

は，核燃料取扱主任者免状又は原子炉主任技術者免状を有する者のうちか

ら社長が選任する。 

廃棄物管理施設では平成23年６月30日付で廃棄物取扱主任者を配置し

ている。廃棄物管理施設の廃棄物取扱主任者の技術者としての履歴は，補

足説明資料1-41のとおり。 

廃棄物取扱主任者が職務を遂行できない場合，その職務が遂行できる
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よう，代行者を廃棄物取扱主任者の選任要件を満たす技術者の中から選任

し，職務遂行に万全を期している。必要な代行者数について以下に示す。 

必要となる廃棄物取扱主任者数は，工場又は事業所ごとに選任する必

要があることから，最少人数としては１人である。 

さらに，廃棄物取扱主任者の資格を有する者は常に把握していること

から，万一，廃棄物取扱主任者が不在となる事態となれば，「核燃料物質

又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則」

第35条の選任要件を満たす者の中から速やかに廃棄物取扱主任者として選

任し，選任後30日以内に原子力規制委員会に届け出る。 

廃棄物取扱主任者は，廃棄物管理施設の保安の監督を誠実，かつ，最

優先に行うこととし，核燃料物質等の取扱いの業務に従事する者への指示

等，その職務が適切に遂行できるよう設計及び工事並びに運転及び保守の

保安に関する職務を兼任しないようにする等，職務の独立性を確保した配

置とする。 

なお，廃棄物取扱主任者の職務である保安の監督に支障をきたすこと

がないよう，上位職位者である再処理事業部長との関係において独立性を

確保するために，廃棄物取扱主任者は，再処理事業部長の人事権が及ばな

い社長が選任する。 

また，保安規定において，廃棄物取扱主任者の職務として，「保安上必

要な場合は，核燃料物質等の取扱いに従事する者へ指示すること」及び

「保安上必要な場合は，社長，再処理事業部長及び技術本部長に意見を具

申すること」を定めており，また核燃料物質等の取扱いに従事する者は，

廃棄物取扱主任者がその保安のために行う指示にしたがうことを定めてい

る。これにより，廃棄物取扱主任者は適切にその職務を遂行できると考え

られる。 
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以上のとおり，廃棄物管理施設の保安の業務に際して必要となる有資格者

等については，その職務が適切に遂行できる者の中から選任し，配置してい

る。 

【補足説明資料1-41】 

 

 

 

 

以 上 


